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カルチャー

第1573号 2015年（平成27年）12月10日

カ
ル
チ
ャ
ー

辻
堂
青
少
年
会
館

☎（
36
）３
０
０
２
休
館
日
＝
第
３
月
曜
日

◆
鏡
開
き　

1
月
9
日
㈯
午
前
10
時
〜
正

午
。
正
月
遊
び
を
し
て
餅
を
食
べ
る
。
小
・

中
学
生
20
人
。
費
３
０
０
円
。
申
12
月
16
日

㈬
午
前
9
時
か
ら
電
話
ま
た
は
来
館
で
。

◆
子
育
て
マ
マ
の
パ
ソ
コ
ン
講
座　
◎
1
月

13
日
㈬
…
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
で
パ
ソ
コ
ン
入
門
◎
20

日
㈬
…
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
で
文
章
レ
イ
ア
ウ
ト
◎
27

日
㈬
…
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
で
台
湾
周
遊
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
作
成
。い
ず
れ
も
午
前
9
時
30
分
〜
正
午
。

講
師
＝
Ｉ
Ｔ
講
師
懇
談
会
会
員
。
成
人
各
回

8
人
。
費
５
０
０
円
。
申
12
月
16
日
㈬
午
前

9
時
か
ら
電
話
ま
た
は
来
館
で
。

◆
リ
ト
ミ
ッ
ク
で
遊
ぼ
う
〜
キ
デ
ィ
ル
ー
ム　

1
月
14
日
㈭
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分
。

リ
ト
ミ
ッ
ク
、
紙
芝
居
ほ
か
。
3
歳
ま
で
の

お
子
さ
ん
と
保
護
者
10
組
。
申
12
月
17
日
㈭

午
前
9
時
か
ら
電
話
ま
た
は
来
館
で
。

◆
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
〜
ヤ
ン
グ
ス
ク
エ
ア　

1
月
16
日
㈯
午
前
9
時
30
分
〜
正
午
。
バ
レ

ン
タ
イ
ン
の
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
。
講
師
＝

和
田
生
花
店
和
田
浩
英
氏
。
小
・
中
学
生
20

人
。
費
５
０
０
円
。
申
12
月
18
日
㈮
午
前
9

時
か
ら
電
話
ま
た
は
来
館
で
。

湘
南
な
ぎ
さ
荘

☎（
36
）２
３
１
５
休
館
日
＝
月
曜
日

◆
サ
ー
ク
ル
共
催
事
業
「
四
季
の
茶
花
〜
花

を
和
の
心
で
楽
し
む
」　
1
月
22
日
㈮
午
前

10
時
〜
正
午
。
講
師
＝
吉
原
宗
香
氏
。
市
内

在
住
の
60
歳
以
上
の
方
15
人
。
費
１
６
２
０

円
。
申
12
月
18
日
㈮
か
ら
電
話
ま
た
は
来
館

で（
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
）。

こ

ぶ

し

荘

☎（
45
）３
１
２
１
休
館
日
＝
月
曜
日

◆
㋐
新
春
！
カ
ラ
ダ
＆
頭
し
ゃ
っ
き
り
水
中

運
動
講
座
「
新
し
い
年
、
元
気
に
過
ご
し
た

い
方
に
」　
1
月
10
日
㈰
午
前
10
時
45
分
〜

正
午
。
講
師
＝
日
本
健
康
運
動
指
導
士
会
講

師
。
市
内
在
住
の
75
歳
以
上
の
方
15
人
。

◆
㋑
水
中
運
動
体
験
レ
ッ
ス
ン　
1
月
29
日

㈮
午
後
1
時
〜
2
時
15
分
。
講
師
＝
日
本
健

康
運
動
指
導
士
会
講
師
。
市
内
在
住
の
60
歳

以
上
で
、
水
中
運
動
講
座
を
受
講
し
た
こ
と

が
な
い
方
ま
た
は
1
年
以
上
利
用
が
な
く
利

用
再
開
に
不
安
の
あ
る
方
15
人
。

◆
㋒
サ
ー
ク
ル
共
催
事
業
「
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン

ス
体
験
講
座
」　
1
月
28
日
、
2
月
11
日
、

25
日
、
3
月
10
日
毎
回
木
曜
日
午
前
9
時
20

分
〜
11
時
20
分
、
全
4
回
。
講
師
＝
小
林
正

和
氏
。
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
20
人
。

◆
㋓
パ
ソ
コ
ン
講
座
「
連
絡
網
＆
フ
ォ
ト
ア

ル
バ
ム
を
作
っ
て
み
よ
う
」　
1
月
28
日
㈭

〜
31
日
㈰
◎
午
前
10
時
〜
正
午
◎
午
後
1
時

〜
3
時
、全
4
回
。
講
師
＝
山
本
保
氏
ほ
か
。

市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
各
16
人
。
費
５

０
０
円
。

◆
㋔
輪
踊
り
講
習
会　
1
月
29
日
㈮
、
30
日

㈯
午
前
10
時
〜
正
午
、
全
2
回
。
講
師
＝
岩

田
寿
美
江
氏
。
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方

30
人
。

申
㋐
は
12
月
18
日
㈮
、
㋑
は
22
日
㈫
、
㋒
は

1
月
8
日
㈮
、
㋓
は
12
日
㈫
、
㋔
は
13
日
㈬

か
ら
電
話
ま
た
は
来
館
で（
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
）。

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

☎（
26
）５
１
３
３　
休
館
日
＝
月
曜
日

12
月
15
日
㈫
〜
20
日
㈰
の
展
示

　
☆
湘
南
教
職
員
美
術
展

《
常
設
展
示
室
》

◆
ふ
た
つ
の
考
古
資
料
展
「
ど
こ
そ
こ
？
い

ず
こ
？
稲
荷
台
地
遺
跡
群
」「
第
16
回
遺
跡

調
査
速
報
展
」　
１
月
24
日
㈰
ま
で
。

◎
一
般
展
示
室
は
12
月
22
日
㈫
〜
１
月
４
日

㈪
、
常
設
展
示
室
は
12
月
28
日
㈪
〜
１
月
４

日
の
期
間
、
保
守
点
検
な
ど
の
た
め
閉
室
し

ま
す
。

　市内で事業を営んでいる法人・個人がその事業のた
めに所有する構築物、機械、備品などの資産（土地、
家屋、自動車を除く）を償却資産といい、固定資産税
が課されます。
　2016年1月1日現在、市内に償却資産を所有または市
内の事業者に貸し付けている方は、1月4日〜2月1日に
申告することが義務付けられています。
　※申告書のない方は資産税課までご連絡ください
　※�申告は郵送または電子申告（eLTAX）でも受け付
けます

　問い合わせ　資産税課☎内線2351

固定資産税（償却資産）の申告期間は
1月4日㈪〜2月1日㈪です

　
◎
実
施
す
る
案
件

　
㋐
藤
沢
市
耐
震
改
修
促
進
計

画（
素
案
）

　
㋑
藤
沢
市
焼
却
施
設
整
備
基

本
構
想（
素
案
）

　
◎
素
案
の
閲
覧

　
㋐
は
12
月
10
日
㈭
、
㋑
は
15

日
㈫
か
ら
㋐
は
建
築
指
導
課
、

㋑
は
環
境
総
務
課
、
と
も
に
市

役
所
受
付
案
内
、
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
、各
市
民
セ
ン
タ
ー・

公
民
館
で
閲
覧
で
き
ま
す

　

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す

　
◎�

意
見
な
ど
を�

提
出
で
き
る
方

　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る

方
、
そ
の
他
利
害
関
係
者

　
◎
意
見
な
ど
の
提
出
方
法

　
㋐
は
1
月
8
日
㈮
、
㋑
は
15

日
㈮
〈
と
も
に
必
着
〉
ま
で
に

素
案
を
ご
覧
に
な
っ
た
上
で
、

任
意
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
書

い
て
、
㋐
は
建
築
指
導
課
、
㋑

は
環
境
総
務
課
へ
郵
送
・
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
持
参
で

　

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
か

ら
も
提
出
で
き
ま
す

　
※
意
見
な
ど
は
電
話
で
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。
ま
た
提
出
さ

れ
た
意
見
な
ど
の
原
稿
は
返
却

し
ま
せ
ん

　
◎�

意
見
な
ど
に
関
す
る�

考
え
方
の
公
表

　
受
け
付
け
た
意
見
な
ど
は
類

型
化
し
、
市
の
考
え
方
を
付
し

て
公
表
し
ま
す

　
※
個
別
に
は
回
答
し
ま
せ
ん

　
問
い
合
わ
せ

　
㋐
は
建
築
指
導
課
☎
内
線
４

２
３
３
、
㋑
は
環
境
総
務
課
☎

内
線
３
３
１
４

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
ま
す

建築指導課
環境総務課

医
療
費
助
成
の
払
い
戻
し

申
請
に
つ
い
て

子育て給付課
保健医療総務課

　
市
で
は
小
児
・
ひ
と
り
親
家

庭
等
・
障
が
い
者
等
・
福
寿
の

4
つ
の
医
療
費
助
成
制
度
が
あ

り
、
資
格
が
あ
る
方
に
は
そ
れ

ぞ
れ
医
療
証
を
交
付
し
て
い
ま

す
。

　
原
則
と
し
て
、
県
内
の
医
療

機
関
の
窓
口
に
医
療
証
を
提
示

す
る
こ
と
で
保
険
診
療
の
自
己

負
担
分
が
無
料
に
な
り
ま
す
が
、

次
の
よ
う
に
医
療
費
を
一
時
的

に
自
己
負
担
し
た
場
合
に
は
、

払
い
戻
し
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
※
小
児
医
療
証
が
交
付
さ
れ

て
い
な
い
中
学
生
の
入
院
医
療

費
も
払
い
戻
し
の
対
象
に
な
り

ま
す（
保
護
者
の
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
）

　

�

一
時
的
に
自
己
負
担
と
な
る

場
合

　

◎
県
外
の
医
療
機
関
に
か

か
っ
た
場
合

　

◎
医
療
証
を
提
示
で
き
な

か
っ
た
場
合

　
◎
県
内
で
も
医
療
証
が
使
え

な
か
っ
た
場
合（
自
立
支
援
医

療
、
指
定
難
病
・
特
定
疾
患
な

ど
他
の
法
律
に
よ
る
助
成
が
優

先
さ
れ
自
己
負
担
金
を
支
払
っ

た
場
合
な
ど
）

　
※
特
定
疾
患
か
ら
指
定
難
病

へ
の
制
度
変
更
に
伴
い
、
新
た

に
自
己
負
担
金
が
発
生
し
た
方

は
払
い
戻
し
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す

　
払
い
戻
し
申
請
の
方
法

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
☆
領
収
書
☆
健
康
保
険
証
☆

医
療
証
☆
振
込
先
の
分
か
る
通

帳
や
カ
ー
ド

　
※
他
の
法
律
に
よ
る
助
成
が

優
先
さ
れ
る
場
合
で
決
定
通
知

書
や
受
給
者
証
な
ど
が
あ
る
場

合
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
※
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
　
【
申
請
時
期
】

　
受
診
し
た
月
の
翌
月
以
降
。

同
月
分
は
ま
と
め
て
一
度
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
支
払
い
か

ら
5
年
を
経
過
す
る
と
時
効
に

な
り
、
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん

　
【
申
請
先
】

　
★
小
児
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
受
給
者
、
小
児
医

療
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
中

学
生
の
入
院
…
子
育
て
給
付
課

　
★
障
が
い
者
等
・
福
寿
医
療

費
助
成
受
給
者
…
保
健
医
療
総

務
課

　

※
い
ず
れ
も
各
市
民
セ
ン

タ
ー
（
石
川
分
館
を
除
く
）、

村
岡
公
民
館
で
も
受
け
付
け
ま

す（
正
午
〜
午
後
1
時
休
み
）

　
助
成
内
容

　
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分（
入

院
時
食
事
代
な
ど
標
準
負
担
額

を
除
く
）

　
※
健
康
保
険
か
ら
給
付
さ
れ

る
高
額
療
養
費
、
附
加
給
付
金

な
ど
が
あ
る
場
合
は
そ
の
分
を

差
し
引
き
ま
す

　
※
選
定
療
養
費
、
室
料
差
額

代
、
薬
の
容
器
代
な
ど
健
康
保

険
適
用
外
の
も
の
は
対
象
外

　
振
込
時
期

　
申
請
月
の
翌
月
下
旬
以
降

　
※
高
額
療
養
費
な
ど
健
康
保

険
の
給
付
決
定
を
待
つ
必
要
が

あ
る
場
合
な
ど
は
遅
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す

　
※
払
い
戻
し
を
受
け
た
分
の

医
療
費
は
確
定
申
告
の
医
療
費

控
除
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
問
い
合
わ
せ

　
◎
小
児
・
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
…

子
育
て
給
付
課
☎
内
線
３
８
３

１
　
◎
障
が
い
者
等
・
福
寿
医
療

費
助
成
制
度
に
つ
い
て
…
保
健

医
療
総
務
課
☎
内
線
３
１
１
７

工事・点検に伴う
電話不通のお知らせ

　市役所新館電気設備の工事・
点検作業に伴い、12月29日㈫は
市役所代表電話番号☎（25）1111
が不通となります。
　このため、緊急の場合は☎（25）
1114をご利用ください。
　問い合わせ
　管財課☎内線2371


